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会
議
で
は
、
関
係
６
市
町
と

県
は
、
異
論
は
な
く
一
定
の
理

解
を
示
し
了
承
さ
れ
た
。
副
市

町
長
か
ら
は
、｢

結
果
の
公

表
に
は
、
風
評
被
害
が
起
き

な
い
よ
う
注
意
し
て
ほ
し

い
。｣

、｢

暫
定
集
約
場
所
の

検
討
に
当
た
っ
て
は
、
国
・

県
の
土
地
の
情
報
も
提
供
し

て
ほ
し
い
。｣

、｢

測
定
の
結

果
、
８
０
０
０
ベ
ク
レ
ル
／

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
に
減
衰
し

て
も
、
国
の
責
任
で
処
理
し

て
ほ
し
い
。｣

等
の
意
見
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

今
号
で
は
、
７
月
２
日(

火)
 

に
県

公
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
、
県
主
催

の
『指
定
廃
棄
物
の
保
管
農
家
の
負

担
軽
減
策
に
関
す
る
副
市
町
長
会

議
』の
内
容
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。 

環
境
省
は
会
議
の
場
で
、
市
町
ご

と
の
暫
定
集
約
保
管
に
向
け
、
関
係

６
市
町(

日
光
市
、
大
田
原
市
、
矢
板

市
、
那
須
塩
原
市
、
那
須
町
、
那
珂

川
町)

の
農
家
が
一
時
保
管
を
し
て

い
る
指
定
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
放
射
能

濃
度
を
再
測
定
す
る
方
針
を
示
し
ま

し
た
。 

な
お
、
本
町
は
、
こ
の
会
議
の
出
席

対
象
か
ら
外
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
会

議
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
県
か
ら
提

供
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
き
記
載
い
た

し
ま
し
た
。 

  

こ
の
会
議
開
催
に 

至
る
ま
で
の
経
緯 

会
議
の
結
果
は 

環
境
省
は
、
一
時
保
管
農
家
の
負
担

軽
減
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
、

一
昨
年
の
７
月
１
０
日 

一
時
保
管
農

家
を
抱
え
る
関
係
６
市
町
長
会
議
を
行

い
ま
し
た
。
同
省
は
、
市
町
ご
と
の
一

ヶ
所
ま
た
は
数
カ
所
に
よ
る
暫
定
集
約

保
管
を
提
案
し
ま
し
た
が
、
一
部
か
ら

異
論
が
出
て
合
意
に
は
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
後
、
昨
年
１
１
月
２
６
日

に
第
２
回
目
の
関
係
６
市
町
長
会
議
を

開
催
。
市
町
ご
と
の
暫
定
集
約
保
管
を

再
度
、
提
案
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
、

関
係
６
市
町
は
、
了
承
さ
れ
、
合
意
さ

れ
た
。 

環
境
省
が
示
し
た
放
射
能

濃
度
の
再
測
定
の
実
施
方
針

(

案)

と
は 

【再
測
定
の
目
的
】 

農
家
が
保
管
す
る
指
定
廃
棄
物
の
集
約
に

向
け
た
検
討
に
当
た
り
、
住
民
へ
の
安
全
性

の
説
明
、
減
容
化
や
保
管
方
法
の
決
定
等
の

た
め
、
指
定
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
を
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
放
射
能
濃
度

の
再
測
定
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 【調
査
対
象
】 

 

関
係
６
市
町
内
の
農
家 

１
２
３
名
が
保

管
す
る
指
定
廃
棄
物
１
４
５
ヶ
所
、
約
２
９

９
０
ト
ン
の
全
て
を
対
象
と
す
る
。 

 

牧
草 

  

７
８
ヶ
所 
約
１
８
８
０
ト
ン 

稲
わ
ら 

４
９
ヶ
所 

約 
２
８
０
ト
ン 

堆
肥 

  

１
８
ヶ
所  

約 
８
３
０
ト
ン 

 

【調
査
の
流
れ
】 

・
保
管
市
町
の
了
解
を
得
た
上
で
、
再
測
定

の
実
施
に
つ
い
て
保
管
者
に
伝
達
し
、
了

解
を
得
る
。
そ
の
後
、
具
体
的
な
日
程
を

調
整
す
る
。 

・
７
月
～
翌
年
１
月
を
目
途
に
試
料
採
取
を

行
う
。 

【費
用
】 

国
が
全
費
用
を
負
担
す
る
。 

 【測
定
結
果
の
公
表
等
】 

・
測
定
単
位
ご
と
の
測
定
結
果
の
数
値 

を
公
表
す
る
。
記
載
方
法
に
つ
い
て 

は
、
場
所
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
配 

慮
す
る
こ
と
と
し
、
引
き
続
き
環
境 

省
と
県
・
市
町
で
協
議
す
る
。 

  

(

裏
面) 

・
指
定
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度

の
再
測
定
の
実
施
方
針(

案) 

ま
た
、
本
年
２
月
に
、
県
と
関
係
６
市

町
の
担
当
課
長
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
を
設
置
、
各
市
町
か
ら
要
望
が
上
が

っ
て
い
た
放
射
能
濃
度
の
再
測
定
に
つ
い

て
、
環
境
省
を
交
え
て
３
回
の
会
議
を
開

き
検
討
を
進
め
て
い
た
。 

・
測
定
は
試
料
採
取
後
、
１
ヶ
月
程
度
を

予
定
。 

・
翌
年
３
月
を
目
途
に
、
結
果
の
と
り
ま

と
め
を
行
う
。 

・
結
果
の
公
表
後
、
保
管
者
に
対
し
て

も
、
個
別
の
測
定
結
果
を
提
供
す
る
。 

 

【試
料
採
取
方
法
】 

・
指
定
申
請
時
の
単
位
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
準
拠
し
た
試
料
（
１
０
点
以
上
）

を
採
取
。 

・
指
定
申
請
時
に
採
取
し
た
箇
所
が
明
ら

か
な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
指
定
申

請
時
と
同
じ
箇
所
か
ら
採
取
す
る
。 

・
一
つ
の
申
請
単
位
で
保
管
量
が
多
く
、

発
生
時
期
が
異
な
る
場
合
な
ど
に
は
、

濃
度
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
た
め
、
一
定
の
濃
度
毎
に
区

分
で
き
る
場
合
に
は
、
測
定
単
位
を
分

割
す
る
な
ど
実
態
を
よ
り
反
映
し
や
す

い
よ
う
に
弾
力
的
に
対
応
す
る
。 

・
前
回
（
平
成
２
８
年
）
に
再
測
定
を
実

施
し
た
場
所
に
つ
い
て
も
再
測
定
の
対

象
と
す
る
が
、
改
め
て
の
サ
ン
プ
リ
ン

グ
は
せ
ず
、
当
時
採
取
し
保
管
さ
れ
た

サ
ン
プ
ル
の
測
定
を
行
う
。 

環
境
省
は
、
放
射
能
濃
度

の
再
測
定
の
作
業
と
並
行
し

て
、
集
約
に
向
け
た
具
体
的

な
方
針
を
協
議
す
る
と
の
こ

と
で
す
の
で
、
各
市
町
に
お
い

て
、
今
後
、
何
ら
か
の
暫
定
集

約
保
管
の
動
き
が
あ
り
ま

す
。 

・
再
測
定
の
作
業
と
並
行
し 

て
、
集
約
に
向
け
た
具
体 

的
な
方
針
に
つ
い
て
環
境 

省
と
各
市
町
の
間
で
協
議 

を
進
め
る
。 
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